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一　

概
説

 

１　

改
正
の
成
立
経
緯

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
か
ら
我
が
国
へ
の
輸
出
促
進
並

(1)
び
に
我
が
国
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
と
の
間
の
双
方
向
の
投
資
促
進
、
観
光
客
の
増
加
及
び
人
物
交
流
の
拡
大
を
目
的
と
す
る
国
際
機
関
で
あ
り
、
セ
ン

タ
ー
の
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
千
九
百
八
十
一
年
）
の
設
立
時
に
は
、
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
日
本
国
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。 

　

そ
の
後
、
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
の
協
定
改
正
（
平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
発
効
）
の
結
果
、
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
に
つ
い
て
は
、

(2)
日
本
国
は
八
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
は
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
改
定
さ
れ
た
。 

　

我
が
国
は
、
そ
の
後
も
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
の
改
定
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
側
に
提
案
し
、
長
年
に
わ
た
る
交
渉
の
結
果
、
令
和
六
年
（
二
千
二
十
四

(3)
年
）
六
月
二
十
日
の
セ
ン
タ
ー
理
事
会
に
お
い
て
、
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
を
五
年
の
期
間
を
か
け
て
段
階
的
に
、
日
本
国
は
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
改
定
す
る
協
定
の
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
二
月

六
日
現
在
、
一
箇
国
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
が
受
諾
済
み
で
あ
る
。 

 

２　

改
正
の
受
諾
の
意
義

こ
の
改
正
は
、
我
が
国
の
財
政
負
担
を
軽
減
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
の
経
済
発
展
の
実
態
を
よ
り
反
映
し
た
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
を
実
現
す
る
と

の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
。 

 

二　

改
正
の
内
容

１　

セ
ン
タ
ー
の
義
務
的
拠
出
金
の
日
本
国
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
と
の
分
担
の
比
率
を
五
年
間
で
段
階
的
に
、
現
行
の
七
対
一
か
ら
四
対
一
に
改
定
す
る
。 

２　

こ
の
改
正
の
後
の
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
の
改
定
は
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
協
定
に
加
え
ら
れ
た
附
属
書
の
改
正
に
よ
り
行
わ
れ
、
当
該
附
属
書
の
改

正
は
、
理
事
会
が
採
択
し
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
。 

 

三　

改
正
の
効
力
発
生

こ
の
改
正
は
、
全
て
の
加
盟
国
の
受
諾
を
必
要
と
し
、
全
て
の
加
盟
国
が
寄
託
者
で
あ
る
日
本
国
政
府
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
中
央
事
務
局
に
受
諾
書



 

を
寄
託
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。 

四　

改
正
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

 
こ
の
改
正
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



（
参　

考
） 

１　

採
択 

 

令
和
六
年
六
月
二
十
日　

東
京
に
お
い
て
採
択 

２　

効
力
発
生　

令
和
七
年
二
月
六
日
現
在　

未
発
効
（
全
て
の
加
盟
国
の
受
諾
を
必
要
と
し
、
全
て
の
加
盟
国
が
寄
託
者
で
あ
る
日
本
国
政
府
及
び
東
南
ア
ジ

 

ア
諸
国
連
合
中
央
事
務
局
に
受
諾
書
を
寄
託
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
）

 

３　

受
諾
国　

令
和
七
年
二
月
六
日
現
在　

一
箇
国

フ
ィ
リ
ピ
ン


